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１．件名 

楢葉遠隔技術開発センター外構補修作業 

 

２．目的及び概要 

本作業は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助

金」事業の一環として、日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）福島

廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター（以下「楢葉センター」という。）屋外

の外構補修作業を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 

 

３．作業実施場所 

福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸 1-22 

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター  

 

４．納期 

令和 7年 2月 28日（金）まで 

ただし、土日、祝日、原子力機構創立記念日（10月の第 1金曜日とする。ただし、

10月 1日が金曜日の場合は、10 月 8日とする。）その他原子力機構が特に指定する日

を除く。 

作業時間は、原則 9時から 17時 30分の間で実施するものとし、時間外を必要とする

場合はその都度、原子力機構担当者の確認を得ること。 

 

５．作業内容 

５．１対象設備 

(1)犬走り 

地先境界ブロック撤去・取付・・・・・・・・12本 

アスファルト舗装補修・・・・・・・・・・・24㎡ 

場所：添付図参照 

(2)地先境界ブロック 

地先境界ブロック撤去・取付・・・・・・・・1本 

場所：添付図参照 

(3)石畳 

インターロッキング調整 ・・・・・・・・・27.4㎡ 

場所：添付図参照 

（4)砕石駐車場区画ロープ 

区画ロープ撤去・張替 ・・・・・・・・・・129m 

場所：添付図参照 

(5)試験棟ヤード路床 

アスファルト舗装・・・・・・・・・・・・・ 36.2㎡ 

場所：添付図参照 

５．２作業範囲及び項目 

(1)犬走り補修 



 

 

(2)地先境界ブロック補修 

(3)石畳補修 

（4)砕石駐車場区画ロープ張替 

(5)試験棟ヤード路床補修 

(6)発生材処分 

(7)作業報告書 

５．３作業内容 

(1)犬走り補修 

 ①破損した地先境界ブロックの補修を行うこと。 

 ②歪んだアスファルトの補修を行うこと。 

(2)地先境界ブロック補修 

 ①凹凸した石畳を撤去・成形・再敷設すること。 

(3)石畳補修 

①凹凸した石畳を撤去・成形・再敷設すること。 

（4)砕石駐車場区画ロープ張替 

 ①欠損した区画ロープの撤去・再取付を行うこと。 

 ②既設の区画寸法に合わせて取付けること。 

(5)試験棟ヤード路床補修 

①歪んだアスファルトの補修を行うこと。 

②段差になっている所をオーバーレイすること。 

(6)発生材処分 

(7)作業報告書 

 

６．試験 

  なし 

 

７．支給品及び貸与品 

７．１支給品 

本作業で使用する電力及び水は無償とする。ただし、節電、節水に努めるとともに 

使用については原子力機構の確認を得ること。 

７．２貸与品 

なし 

 

８．提出書類 

図 書 名 提 出 時 期 部数 

実施工程表 

作業実施要領書 

総括責任者届（原子力機構指定様式） 

緊急時連絡体制表 

リスクアセスメントシート 

作業員名簿（作業員の経歴及び有資格を併せて

契約締結後速やかに 

〃 

〃 

〃 

作業開始 3週間前までに 

〃 

1部 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 



 

 

記載、有資格者証写しを添付すること） 

作業計画書一式 

委任又は下請負届（実施体制図含む） 

（原子力機構指定様式） 

作業日報 

作業報告書（作業写真含む） 

その他必要な書類 

 

〃 

〃 

 

作業終了後速やかに 

〃 

その都度 

 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

必要部数 

（提出場所） 

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター 

 

９．検収条件 

「８．提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める、作業が実施されたと認

めた時を以て、作業完了とする。 

 

10．適用法規・規程等 

本作業をするに当たって、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 

(1)労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規定 

（2)福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則 

（3)福島廃炉安全工学研究所事故対策規則 

（4)福島研究開発拠点作業責任者等の認定について 

（5)福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について 

（6)福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領 

（7)福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領 

（8)その他関係法令及び条例、原子力機構が定める規程・規則等 

 

11．特記事項 

(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力

及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を

遵守し、安全性に配慮した業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

(2)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表

もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはで

きない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を得た場合はこの限りではな

い。 

(3)受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす

る。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその

原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受

けること。 

(4)不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に緊急時連絡体制表

を掲示すること。 

(5)本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原

子力機構担当者と十分な打合せの上、実施すること。特に作業の安全には、十分留意し

て行うこと。 

(6)作業開始前には、KY活動及び TBMを実施し、作業の安全に努めること。 

(7)本作業は、電源遮断の操作を伴うため、原子力機構担当者と操作手順等の打合せを十

分に行い、安全確保に努めて実施すること。 

(8)受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等を受講すること。 

(9)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認



 

 

定を受けた者を現場責任者（現場が複数個所になる場合は現場分任責任者）として配置

すること。 

(10)原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求

めた場合には、その求めに応じること。 

(11)1人作業は禁止とする。また、総括責任者、現場責任者（代理含む）は、作業の安全

管理、保安監督に専念することとして作業に携わることは禁止とする。 

(12)受注者は、作業現場の見やすい位置に、総括責任者名又は現場責任者名及び連絡先等

を表示すること。 

（13）受注者は、本作業によって発生した産業廃棄物を原子力機構担当者の指定する 

所に引き渡すこと。 

 

12．総括責任者 

受注者は本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者 

（以下「総括責任者」という。）、必要に応じてその代理者を選任し、次の任務に問う 

たらせるものとする。 

(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整 

(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項 

 

13.検査員及び監督員 

検査員 

(1)一般検査          管財担当課長 

監督員 

(1)犬走り補修         楢葉遠隔技術開発センター長 

(2)地先境界ブロック補修    楢葉遠隔技術開発センター長 

(3)石畳補修          楢葉遠隔技術開発センター長 

（4)砕石駐車場区画ロープ張替  楢葉遠隔技術開発センター長 

(5)試験棟ヤード路床補修    楢葉遠隔技術開発センター長 

 

 

14．グリーン購入法の推進 

(1)本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用 

するものとする。 

(2)本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に 

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

15．協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた

場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする｡ 

 

以上 

 



補修箇所№

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構　楢葉遠隔技術開発センター

作業名称

図面名称

楢葉遠隔技術開発センター外構補修作業

外構平面図　補修箇所

図 番

建家番号

日 付

G-3

R6.5
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1:200

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構　楢葉遠隔技術開発センター

作業名称

図面名称

楢葉遠隔技術開発センター外構補修作業

詳細図

図 番

建家番号

日 付

G－4

R6.5

1 犬走り補修　1:1000
2　地先境界ブロック補修　1:1000

3　石畳補修　1:500

5　試験棟ヤード路床補修　1:200

４　砕石駐車場区画ロープ張替　1:1000
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